
  「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 

 1 

ファクトシート：マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業フェーズ 1 及び 2 
（バングラデシュ） 

2021 年 3 月 
 

1. 事業の概要 
• 事業目的： 

Ø フェーズ 1：1,200MW（600MWx2 基）の超々臨界圧（USC: Ultra Super Critical）石炭

火力発電所及び関連施設（石炭輸入用港湾、送電線等） 
Ø フェーズ 2：1,200MW（600MWx2 基）の超々臨界圧石炭火力発電所等 
 

• サイト位置： 
チッタゴン管内コックスバザール県、チッタゴン県、マタバリ地区 

 

  
 
• 事業費：約 7,004 億円（フェーズ 1） 

        未定（フェーズ 2） 
 
• 事業実施者：バングラデシュ石炭火力発電会社（CPGCBL）、バングラデシュ送電会社（PGCB）、

道路交通橋梁省道路・国道部（RHD） 
 
• EPC 契約（フェーズ 1）：住友商事、東芝、IHI 

    (フェーズ 2）: 未定 
 
• 関与している金融機関（フェーズ 1）： 

Ø 国際協力機構（JICA）が下記の契約に基づいて円借款で支援中（過去 大規模の総額

5000 億円を想定）。 
² 第 1 期（2014 年 6 月 L/A 調印）：414.98 億円 
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² 第 2 期（2016 年 6 月 L/A 調印）：378.21 億円 
² 第 3 期（2017 年 6 月 L/A 調印）：107.45 億円 
² 第 4 期（2018 年 6 月 L/A 調印）：673.11 億円 
² 第 5 期（2019 年 7 月 L/A 調印）：1431.27 億円 

Ø 2017 年 10 月に日本貿易保険（NEXI）が住友商事と IHI の受注部分に対して貿易一般

保険の引き受けを実施。1 
 
• 運転開始予定（フェーズ 1）：2024 年 1 月 

            （フェーズ 2）：2028 年 12 月2 
 
2. 事業の経緯  
フェーズ 1 
2012 年 11 月 2 日 JICA 環境社会配慮助言委員会、協力準備調査のスコーピング案につい

ての環境社会配慮に関する助言確定3 
2013 年 5 月 10 日 JICA 環境社会配慮助言委員会、協力準備調査の DFR についての環境

社会配慮に関する助言確定4 
2013 年 6 月 CPGCBL、環境影響評価（EIA）完成5 
2013 年 7 月 22 日 CPGCBL、バングラデシュ環境森林省環境局（DoE）に 

EIA 提出6 
2013 年 10 月 10 日 DoE、発電所及び港湾の建設・整備に係る EIA 承認 
2013 年 10 月 28 日 JICA、住民移転計画（Land Acquisition and Resettlement Action Pan; 

LARAP）公開 
2013 年 11 月 19 日 DoE、送電線及びアクセス道路の建設・整備に係る EIA 承認 
2014 年 6 月 16 日 JICA 及びバングラデシュ政府、第 1 期借款契約（L/A）調印7 
2015 年 3 月 JICA、事業準備調査報告書公開 

 
1 日本貿易保険「バングラデシュ人民共和国／マタバリ超々臨界圧石炭火力発電所・港湾建設案件へ

の支援」 
https://www.nexi.go.jp/topics/newsrelease/2017100602.html 
2 
https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1
180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/Revisiting%20PSMP2016%20%28full%20report%29_signed.pdf 
3「バングラデシュ国 チッタゴン石炭火力発電所建設事業（協力準備調査（有償））スコーピング案

に対する助言」、2012 年 11 月 2 日。 
https://www.jica.go.jp/environment/advice/ku57pq00000newlq-att/ban03_sco_jogen.pdf 
4 「バングラデシュ国「チッタゴン石炭火力発電所建設事業」（協力準備調査（有償））ドラフトファ

イナルレポートに対する助言」、2013 年 5 月 10 日。
https://www.jica.go.jp/environment/advice/ku57pq00000newlq-att/ban03_DFR_jogen.pdf 
5 “Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal Fired 
Power Plant and Associated Facilities,” 
https://libportal.jica.go.jp/library/Data/DocforEnvironment/EIA-EPC/EastAsia-
SouthwesternAsian/ChittagongACFPPDP/BCEIA.pdf 
6 https://libportal.jica.go.jp/library/Data/DocforEnvironment/EIA-EPC/EastAsia-
SouthwesternAsian/ChittagongACFPPDP/BCEIA_Approval.pdf 
7 https://www.jica.go.jp/press/2014/20140616_01.html 
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2016 年 6 月 29 日 JICA 及びバングラデシュ政府、第 2 期借款契約（L/A）調印8 
2017 年 6 月 29 日 JICA 及びバングラデシュ政府、第 3 期借款契約（L/A）調印9 
2017 年 8 月 23 日 住友商事、東芝、IHI の 3 社、EPC 契約締結発表 
2017 年 10 月 18 日 NEXI、住友商事及び IHI の受注部分に対する付保決定10 
2018 年 1 月 28 日 着工 
2018 年 3 月 8 日 JICA、アクセス道路の住民移転計画（Land Acquisition and 

Resettlement Action Pan; LARAP）公開 
2018 年 4 月 13 日 JICA 環境社会配慮助言委員会、アクセス道路の追加的な建設に関する

環境レビューについての環境社会配慮に関する助言確定11 
2018 年 6 月 14 日 JICA 及びバングラデシュ政府、第 4 期借款契約（L/A）調印12 
2018 年 9 月 11 日 JICA バングラデシュ事務所、ダッカ事務所にて現地 NGO と会合 
2019 年 4 月 15 日 CPGCBL と JICA が被害住民及び現地 NGO に対して協議会を開催 
2019 年 7 月 1 日 JICA 及びバングラデシュ政府、第 5 期借款契約（L/A）調印13 

 
フェーズ 2 
2020 年 4 月 28 日 外務省、案件概要書14公開 
2020 年 6 月 24 日 JICA がフェーズ 2 の協力準備調査のコンサルタント募集を開始15 
2020 年 8 月 20 日 JICA がフェーズ 2 の協力準備調査のコンサルタント決定 
2020 年 9 月 10 日 JICA がフェーズ 2 の協力準備調査を開始（2021 年 9 月 30 日完了予

定） 
2021 年 1 月 8 日 JICA 環境社会配慮助言委員会、協力準備調査のスコーピング案につい

ての環境社会配慮に関する助言確定16 
2021 年 2 月 27 日 CPGCBL、ダッカにてステークホルダー協議 
2021 年 3 月 6 日 CPGCBL、マタバリにてステークホルダー協議 

 
  

 
8 https://www.jica.go.jp/press/2016/20160629_01.html 
9 https://www.jica.go.jp/press/2017/20170629_02.html 
10 NEXI、「バングラデシュ人民共和国／マタバリ超々臨界圧石炭火力発電所・港湾建設案件への支

援」、2017 年 10 月 18 日。https://www.nexi.go.jp/topics/newsrelease/2017100602.html 
11 「バングラデシュ国マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業（有償資金協力）環境レビューに対す

る助言」、2018 年 4 月 13 日。 
https://www.jica.go.jp/environment/advice/ku57pq00000newlq-att/ban07_KAN_jogen.pdf 
12 https://www.jica.go.jp/press/2018/20180614_02.html 
13 https://www.jica.go.jp/press/2019/20190701_31.html 
14 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100056631.pdf 
15 https://www.jica.go.jp/chotatsu/program/ku57pq00002m9whp-att/20200610g.pdf  
16 「バングラデシュ国マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業（フェーズ 2）（協力準備調査）有償」

スコーピング案に対する助言」、2021 年１月 8 日。 
https://www.jica.go.jp/environment/advice/ku57pq00000newlq-att/ban11_SCO_jogen.pdf 
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3. 主な問題点 

 
北西ゲート付近の様子。右側が事業サイト 

 
建設中の移転住民向け代替家屋 

 
A) マタバリ超々臨界圧石炭火力発電所フェーズ 1 が JICA 環境社会配慮ガイドラインを満

たしていない：JICA の環境社会配慮ガイドラインでは「補償は、可能な限り再取得価格

に基づき、事前に行わなければならない。相手国等は、移転住民が以前の生活水準や収

入機会、生産水準において改善又は少なくとも回復できるように努めなければならない。」

としているが、フェーズ 1 事業は以下の事項でこの要件を満たしていない。また、灌漑

用水路や水門の破壊に伴う浸水害の悪化、コミュニティ道路の破損、交通事故の増加、

河川への土砂流入・堆積・埋め立ての問題が生じ、住民の生活に多大な負の影響を及ぼ

している。住民はこれらの問題解決を実施機関及び JICA に繰り返し求めてきたが、改善

のスピードは極めて遅い状況である。 
 

a. 浸水害の悪化：工事開始前、現地には複数の水門が設置され、水門の開閉によっ

て浸水害被害を軽減してきた。しかし、同事業の工事に伴い 3 つの水門が閉鎖さ

れた。現地の住民及び NGO は、家屋、畑、水田、学校等が浸水し、食料、飲料水

が十分に確保できず、子どもの溺死事故が生じたと指摘している。また、この地

域は過去に深刻な浸水被害を経験したことがなく、同事業の開始後に浸水害が深

刻化したとのことである。これに対し、JICA 側は同事業と水害の因果関係はない

と主張している。しかし、そもそもこういった災害は因果関係の立証そのものが

困難である上、事業実施前の水位や例年の被害状況のデータ測定等がなされてい

ない。また、仮に因果関係の立証ができなくても被害地域は JICA のプロジェク

トの影響を受け得るエリアにあり、同事業による影響の可能性はゼロではない。

したがって、今後、同様の被害が生じないよう予防策を講じ、さらに被害が生じ

たときの救援体制を整備するべきである。 
 

b. 不十分な生計回復：マタバリ地区は、乾季は塩田、雨季はエビの養殖がさかんな

場所である。同事業のプロジェクトサイトも元々は、塩田及びエビ養殖場として

利用されていたところであり、多くの住民がこれに従事し生計を立てて来たが、

同発電所の建設によって失業した。JICA の LARAP によると、プロジェクトの影

響を直接受けると想定される被影響住民は 343 世帯（2031 名）であり、その 70％
が塩田またはエビ養殖従事者である。また、塩田及びエビ養殖場の土地所有者・



  「環境・持続社会」研究センター（JACSES） 

 5 

使用者以外にも、彼らに雇われて生計を立てていた人数が 1057 名である。現地

の NGO によれば、被影響住民たちの大多数が再就業できず、失業に苦しんでい

るとのことである。現地では仕事を求める住民抗議が繰り返し起きて来た。JICA
によると、約 1,200 名（2020 年 12 月時点）の地元住民が雇用されているとのこ

とだが、現地 NGO によれば新型コロナウイルスの影響で 2020 年 12 月時点では

地元の雇用は約 500 名のみで、現地では深刻な失業問題が生じていると指摘され

ている。被影響住民に対して実施される職業訓練の受講者数は 307 名（2020 年

10 月時点）あり、受講後の就業数については実態を追跡することは困難とのこと

である。したがって、JICA の環境社会配慮ガイドラインで明示されている生計手

段の喪失及び補償について適切に配慮・実施されておらず、また社会的合意が適

切に達成されたとは考えにくい。 
 

c. 代替家屋提供の大幅な遅延・不十分な補償支払い：現地では 40 世帯以上の住民

移転が行われた。現在は代替家屋が提供されているものの、過去には、移転住民

が周辺の借家で高額な家賃を負担して住んでいた状況や代替家屋の建設作業が大

幅に遅れていたことを現地 NGO が指摘していた。補償についても、補償対象リ

ストから移転世帯が数世帯漏れているケースがあると住民から指摘された。 
 

d. コミュニティ道路の破損及び交通事故：マタバリの狭いコミュニティ道路にプロ

ジェクトの関係車両（重量のある車両を含む）が頻繁に往来しており、道路の破

損および住民らの安全に関する苦情がある。JICA は、今後、新たなアクセス道路

を建設予定とのことだが、住民の安全を考慮すれば、アクセス道路を建設してか

ら、建設工事に取り掛かるべきであった。 
 

e. 周辺河川への土砂流入・堆積：事業地東側の排水ゲートから、大量の土砂を含む

水が排水されており、コヘリア川に大量の土砂が堆積し、船の運航などに影響を

及ぼしている。実施機関及び JICA は事業との因果関係は認めていないが、排水

ゲート付近の水位測定を開始し、浚渫工事を実施した。しかし、浚渫は事業地周

辺の一部だけで、船の通行に十分な浚渫が行われていないと指摘されている。 
 

f. アクセス道路工事に伴うコヘリア川の埋め立ての影響：フェーズ 1 の追加コンポ

ーネントとして、マタバリ橋からコヘリア川に沿ってアクセス道路（全長約 7.3
キロ、幅約 5.5 メートル）が建設されており、この工事に伴う浚渫土の投棄によ

りコヘリア川が約 20 メートルにわたって埋まる事態が生じている。同道路の環

境レビュー方針では「大部分は既存の道路及び堤防が用いられること及びプロジ

ェクト計画地の大部分が平坦であることから、重大な影響は想定されない」とさ

れており、EIA でも川の埋め立ての記載は見られない。2021 年 1 月には、現地の

DoE担当者より川の埋め立ての許可は出ていないとの発言がバングラデシュの英

字紙デイリースターに報道されており、17これが事実だとすれば JICA の「環境社

会配慮ガイドライン」の明確な違反となる。現地 NGO によれば、現在環境局は

 
17 Yousuf, Mostafa. “The killing of Kohelia”, The Daily Star. (January 25, 2021). 
https://www.thedailystar.net/frontpage/news/the-killing-kohelia-2033253 
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道路局に対して本工事の事実関係の照会を行なっている。 
 

 

アクセス道路（赤い太線）の地図18 
 

    
  コヘリア川沿いのアクセス道路工事      アクセス道路の建設による川の埋め立て 
 
 
 
 
 

 
18 Government of the People’s Republic of Bangladesh, Ministry of Road Transport and Bridges, 
Roads and Highways Department. “EIA: Detailed design and supervision of access road construction 
component of Matarbari ultra super critical coal fired power project (RHD part) JICA Loan: BD-P76 & 
BD-P88.” 
https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/id/asia/south/bangladesh/c8h0vm00009
0ry4d-att/c8h0vm0000f8vye6.pdf 
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B) 日本政府の政策「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2019 年 6 月閣議決定）」

に反している：パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2019 年 6 月閣議決定）で

は、「海外におけるエネルギーインフラ輸出を、パリ協定の長期目標と整合的に世界の

CO2 排出削減に貢献するために推進していく」としている。パリ協定の長期目標を達成

するためには、バングラデシュのような途上国であっても 2040 年までに石炭火力発電

の運転を完全に停止する必要があるため、たとえ高効率であっても新規の石炭火力発電

所建設（フェーズ 2）はパリ協定との整合性がないことは明らかである。 
 

 
出典：Climate Analytics, Global and regional coal phase-out requirements of the Paris 

Agreement: Insights from the IPCC Special Report on 1.5℃ 
 
 

C) 日本政府の政策「エネルギー基本計画（2018 年 7 月閣議決定）」に反している：エネル

ギー基本計画（2018 年 7 月閣議決定）では「エネルギー安全保障及び経済性の観点から

石炭をエネルギー源として選択せざる得ない国に限り（支援を行う）」としている。しか

し、バングラデシュにおいて、太陽光発電の均等化発電原価（LCOE）が 91 ドル/MWh
であるのに対し、石炭火力発電の平均は 110 ドル/MWh となっており19、同国において新

規の石炭火力発電所を建設する経済的妥当性は低い。また、マタバリのフェーズ 1 は 160
ドル/MWh と極めて高額な案件となっている。20 

 
19 Kenji Shiraishi, et al. “Identifying High Priority Clean Energy Investment Opportunities for 
Bangladesh” (February 18, 2018). 
20 Institute for Energy Economics & Financial Analysis (IEEFA), “Bangladesh’s coal expansion plans 
stir criticism” (June 26, 2019). 
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D) バングラデシュの供給予備率は目標予備率を 2041 年まで一貫して上回っており、開発

ニーズが低い：バングラデシュの電力エネルギー資源鉱物省の報告書「Revisiting PSMP 
2016 (2018 年 11 月発表)」によれば、今後、供給予備率は 大で 69％になることが想定

されており、想定供給予備率は目標供給予備率を 2041 年まで一貫して上回っている21こ

とから、当面、新規の大規模発電所を建設するニーズは低い。 

 
米国シンクタンクであるエネルギー経済・財務分析研究所（IEEFA）が 2021 年 1 月に発

表した報告書によれば22、バングラデシュにおける 2019-2020 年度の電力使用率は前年

度の 43％から 40％に低下し、同国の電力供給過剰状態は悪化している。IEEFA は、今後

の発電量の伸び率が年間 10％以上に維持されない限り、今後 5 年間で使用率が 40％を

下回ると予測しており、新規の発電所建設は国営電力会社の財政負担や電力料金に重大

な影響を及ぼすと述べている。 
 
 

 
21 Ministry of Power, Energy & Mineral Resources, Revisiting PSMP 2016, November 2018. 
https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1
180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/Revisiting%20PSMP2016%20%28full%20report%29_signed.pdf 
22 Institute for Energy Economics & Financial Analysis (IEEFA), “Power Overcapacity Worsening in 
Bangladesh”, (January 2021). https://ieefa.org/wp-content/uploads/2021/01/Power-Overcapacity-
Worsening-in-Bangladesh_January-2021.pdf 
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E) バングラデシュの気候変動政策である NDC（国か決定する貢献）に逆行している：バン

グラデシュ政府は 2008 年に「Renewable Energy Policy」を策定し、2020 年までに再生

可能エネルギーの発電容量を 10％に引き上げることを目標とし、これは 2015 年に国連

事務局に提出された NDC（国が決定する貢献）でも掲げられた。この政策では約 2500MW
の再生可能エネルギー発電容量が求められる中、足元の導入容量は約 330MW に満たな

いことから23、新たな石炭火力発電所を建設することはバングラデシュの気候変動政策

に逆行することになる。 

 
 

F) 中国がバングラデシュにおける石炭火力発電支援から撤退した： 2020 年 1 月 21 日に

行われた環境省の記者会見では、小泉進次郎環境相が政府の石炭火力輸出支援の 4 要件

について「私は、今までこの 4 要件の話の中でさんざん聞いてきた一つのロジックとい

うのは、日本がやらないと中国が席巻すると、そういったことも聞いてきました」24と発

言している。しかし、2021 年 2 月には在バングラデシュ中国大使館がバングラデシュ財

務省宛てに書簡で「炭鉱や石炭火力発電事業など大気汚染を招く事業への投資は検討し

ない」25との意向を伝えたとのことである。本案件においては「日本がやらないと中国が

席巻する」という構図は成立しない。 

 
23 Ministry of Power, Energy & Mineral Resources, Revisiting PSMP 2016, November 2018. 
https://powerdivision.portal.gov.bd/sites/default/files/files/powerdivision.portal.gov.bd/page/4f81bf4d_1
180_4c53_b27c_8fa0eb11e2c1/Revisiting%20PSMP2016%20%28full%20report%29_signed.pdf 
24 環境省、小泉大臣記者会見録（令和 2 年 1 月 21 日（火）11:02 ~ 11:34 於：環境省第 1 会議室）。
https://www.env.go.jp/annai/kaiken/r2/0121.html  
25 Shepherd, Christian. “China turns its back on Bangladesh BRI coal projects.” Financial Times. 
(March 11, 2021). https://www.ft.com/content/30840645-58d2-4da5-be05-f476623677d2    


